
令和７年度墨田区議会定例会２月議会提出予定案件（追加）

〈その他〉

１ 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議について

２ 地代増額等請求事件に係る調停について



⑵ 施行期日
本年４月１日

⑴ 変更理由及び内容
保険料の負担軽減対策として区市町村が東京都後期高齢者医療広域

連合に対して行っている経費の負担措置を令和８年度及び令和９年度
についても引き続き講ずることに伴い、同広域連合規約の変更に係る
協議をする。

１ 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議
について



２ 地代増額等請求事件に係る調停について

⑴ 事件名
●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●

⑵ 当事者
ア 申立人 ●●●●●●●●●●●●●●●●●

●● ●●
イ 相手方 東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号

墨田区

⑶ 調停を成立させようとする理由
東京簡易裁判所に調停の申立てのあった地代増額等請求事件につい
て、申立人との間で協議が調ったため、調停を成立させる必要がある。
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